
大阪市公共基準点管理保全要綱施行細則 

 

（目的） 

第 1条 本細則は、「大阪市公共基準点管理保全要綱」（以下「要綱」という。）の施行

に際し必要な事項を定める。 

 

（管理） 

第 2条 建設局総務部測量明示課は、要綱第 3条の規定により次に掲げる公共基準点

の測量成果を備え点検整備し、公共基準点の状況把握及び精度維持に努めるものとす

る。 

（1）測量成果表 

（2）点の記 

（3）基準点網図 

 

（閲覧・謄本交付） 

第 3条 要綱第 4条の規定による閲覧・謄本交付申請は、「大阪市公共基準点測量成果

の閲覧・謄本交付申請書」（様式－1）により行うものとする。 

2 閲覧は無料とする。 

3 謄本交付は 1件（25点毎）につき手数料は 250円とし、「大阪市公共基準点測量成

果の謄本交付について」（様式－18）により測量明示課から交付を行う。 

 

（使用） 

第 4条 要綱第 5条の規定による使用承認は、「大阪市公共基準点使用承認申請書」

（様式－2）により測量明示課へ申請し、承認を受けるものとする。 

2 前項の使用承認を受けた者が測量作業を実施する際には、「大阪市公共基準点使用

承認申請書」（様式－2）の承認書を常時携行し、本市職員又は土地所有者等から請求

があった場合には、速やかに提示しなければならない。 

3 屋上標の使用は、原則として公的機関が実施する測量のうち測量明示課が認めたも

のとするが、やむを得ない場合は測量明示課と協議するものとする。 

4 日の出前及び日没後は公共基準点を使用してはならない。ただし、測量明示課及び

土地所有者等の承諾があった場合はこの限りでない。 

5 公共基準点を使用する者は、使用後に「大阪市公共基準点使用報告書」（別紙－3）

により使用結果を報告するものとする。 

 



 （異常の報告） 

第 5条 要綱第 6条の規定による破損、滅失、移動等の異常があったときは、「大阪市

公共基準点異常報告書」（様式－4）を測量明示課へ報告するものとする。 

 

（工事施工の届出） 

第 6条 要綱第 7条第 1項及び第 2項の規定による届出は、「大阪市公共基準点付近で

の工事施工届」（様式－6）に本細則第 7条に定める報告書を添えて測量明示課へ提出

しなければならない。 

2 建設局が所管する工事で、公共基準点の効用に害を及ぼすおそれがあるときは、前

項の届出に代えて「大阪市公共基準点付近での工事施工協議書」（様式－7）を測量明

示課へ提出しなければならない。 

 

（現状確認） 

第 7条 要綱第 8条の規定による現状確認は、工事着手前に「公共基準点現状確認測

量実施基準」（別紙－1）に基づいて行い、「大阪市公共基準点現状確認報告書」（様式

－5）により測量明示課へ報告し、検査を受けるものとする。やむを得ず、工事着手前

に現状確認できない場合は、測量明示課と協議しなければならない。 

 

（工事期間中における処置及び工期延期と中止） 

第 8条 要綱第 9条の規定による機能回復等の指示は「大阪市公共基準点機能回復指

示書」（様式－9）により施工者へ通知するものとする。施工者はその指示に従い速や

かに第 10条及び第 11条に定める効用確認又は機能回復を行い、報告書を測量明示課

へ提出し、検査を受けなければならない。 

2 工事の中止及び延期を行う場合は、「大阪市基準点付近での工事施工届変更通知」

（様式－10）により速やかに測量明示課へ報告しなければならない。 

 

（工事完了の届出） 

第 9条 工事完了後は、速やかに第 10条及び第 11条に定める効用確認又は機能回復

を行い、「大阪市公共基準点付近での工事完了届」（様式－8）に報告書を添えて測量明

示課へ提出し、検査を受けなければならない。 

 

（効用確認） 

第 10条 要綱第 11条の規定による効用確認は、「公共基準点効用確認測量実施基準」

（別紙－2）に基づいて行い、「大阪市公共基準点機能回復・効用確認報告書」（様式－

11）により測量明示課へ報告し、検査を受けるものとする。なお、許容範囲を超えた

とき、もしくは測量明示課の指示があったときは本細則第 11条に定める機能回復を行



うものとする。 

 

（機能回復・回復承認） 

第 11条 公共基準点の機能回復は原則として、1、2級公共基準点は復旧測量（移

設・再設置・改測）とし、3、4級公共基準点は復元測量とする。復旧測量については

「公共基準点復旧測量（移設・再設置・改測）実施基準」（別紙－4）、また復元測量に

ついては「公共基準点復元測量実施基準」（別紙－3）に基づいて行い、「大阪市公共基

準点機能回復・効用確認報告書」（様式－11）により測量明示課へ報告し、検査を受け

るものとする。 

2 要綱第 12条第 1項の規定による機能回復承認は、「大阪市公共基準点機能回復承認

申請書」（様式－12）により測量明示課の承認を受けるものとし、承認後機能回復を行

い、前項の規定により測量明示課へ報告し、検査を受けるものとする。 

3 要綱第 12条第 3項の規定による移設は、「公共基準点復旧測量（移設・再設置・改

測）実施基準」(別紙－4) に基づいて行い、「大阪市公共基準点機能回復・効用確認報

告書」（様式－11）により測量明示課へ報告し、検査を受けるものとする。 

4 標設置については公共基準点保全に係る基準のほか、大阪市建設局土木工事共通仕

様書（土木請負工事必携）による。なお、構造は図式－1～図式－2による。 

 

（その他） 

第 12条 本細則により難い場合又は、本細則に定めのない事項については、その都

度、建設局長が定めるものとする。 

 

（付則） 

1．本細則は大阪市公共基準点管理保全要綱施行の日から施行する。 

2．本細則は平成 18年 4月から施行する。 

3．本細則は平成 21年 2月から施行する。 

4．本細則は平成 25年 10月から施行する。 

5．本細則は平成 29年 4月から施行する。 



目  次 （別紙・様式・図式・参考図） 

 

（別 紙） 

別紙－ １   公共基準点現状確認測量実施基準 
別紙－ ２   公共基準点効用確認測量実施基準 

別紙－ ３   公共基準点復元測量実施基準 

 別紙－ ４   公共基準点復旧測量（移設・再設置・改測）実施基準 

 

（様 式） 

様式－ １  大阪市公共基準点測量成果の閲覧・謄本交付申請書 

様式－ ２  大阪市公共基準点使用承認申請書 

様式－ ３    大阪市公共基準点使用報告書 

様式－ ４  大阪市公共基準点異常報告書 

様式－ ５  大阪市公共基準点現状確認報告書 

様式－ ６  大阪市公共基準点付近での工事施工届 

様式－ ７  大阪市基準点付近での工事施工協議書 

様式－ ８    大阪市公共基準点付近での工事完了届 

様式－ ９  大阪市公共基準点機能回復指示書 

様式－１０   大阪市基準点付近での工事施工届変更通知 

様式－１１  大阪市公共基準点機能回復・効用確認報告書 

様式－１２   大阪市公共基準点機能回復承認申請書 

様式－１３   公共基準点点の記比較図 

様式－１４   大阪市公共基準点成果表 

様式－１５   公共基準点点の記 

様式－１６   基準点網図比較図 

様式－１７   公共基準点網図新旧対照比較図 

 様式－１８  大阪市公共基準点測量成果の謄本交付について 

 

（参考図） 

 参考図－ １  公共基準点点の記比較図（現状確認） 

 参考図－ ２   公共基準点点の記比較図（効用確認） 

 参考図－ ３   公共基準点点の記比較図（復元） 

 参考図－ ４   公共基準点点の記比較図（亡失確認） 

 参考図－ ５   公共基準点点の記 

 参考図－ ６   基準点網図比較図 

 参考図－ ７   公共基準点網図新旧対照比較図 

 

（図 式） 

図式－ １   公共基準点金属標 規格 

 図式－ ２   公共基準点設置構造図 



（別紙－１） 

公共基準点現状確認測量実施基準 

 

 

１ 概 要 

本基準は、大阪市公共基準点管理保全要綱施行細則で定められている事項のうち、第

７条の（現状確認）を行うにあたり必要な事項を定める。 

現状確認測量とは、公共基準点の使用又は工事の着手に先立ち公共基準点の状況を観

測等により確認することをいい、現地に公共基準点が現存する場合は事前現状確認を、

亡失している場合は亡失状況確認を行うものである。 

 

２ 使用する機器 

（１）鋼 巻 尺         ＪＩＳ １級 

（２）トータルステーション    ２級以上 

観測に使用する機器は国土交通省公共測量作業規程の測量機器検定基準を満たすも

のとし、トータルステーションについては、第三者検定機関による検定を受けたもの

とする。なお、これにより難い場合は、建設局総務部測量明示課（以下「測量明示

課」という。）の指示を受けるものとする。 

 

３ 公共基準点現状確認測量の作業手順 

 公共基準点現状確認測量の作業手順は、以下のとおりとする。 

（１）事前現状確認 

（２）事前現状確認成果作成 

（３）亡失状況確認 

（４）亡失状況確認成果作成 

（５）報告書作成 

 

４ 公共基準点現状確認測量作業要領 

（１）事前現状確認 

ア 点の記による現状確認 

（ア） 使用又は、工事で効用に害が及ぶおそれのある公共基準点（以下「影響

点」という。）について、点の記を基に影響点から半永久構造物の角等見出

し位置となる点（以下「見出し点」という。）までの距離を鋼巻尺により測

定する。なお、点の記記載の見出し点については必ず測定するものとする。 

（イ） 点の記記載の距離と測定した距離を比較し点検する。点検における測定距

離の制限は表－１によるものとし、制限を超えた場合は必要な再測量を行う

か、測量明示課と協議し指示を受けるものとする。 

 

イ 基準点網図による現状確認 

（ア）  影響点から影響点に隣接する全ての公共基準点（以下「接続点」とい

う。）までの点間距離及び角度について、基準点網図をもとに観測する。 

なお、接続点が確認できない場合は、測量明示課の指示を受けるものとする。 

 

（イ）  観測の規定回数は表－２、観測の制限は表－３によるものとする。なお、

制限を超えた場合は、測量明示課の指示を受けるものとする。 



 

（ウ） 基準点網図に記載の距離及び角度と観測した基準点間の距離及び角度とを

比較し点検する。点検に使用する基準点網図の種類は、影響点が３級公共基

準点の場合は「３級公共基準点網図」「公共基準点及び道路基準点網図」の

双方によるものとし、４級公共基準点の場合は「公共基準点及び道路基準点

網図」のみとする。現状確認時における制限は表－４によるものとし、制限

を超えた場合は必要な再観測を行うか、測量明示課と協議し指示を受けるも

のとする。 

 

 

表－１ 測定距離の制限 

制 限（許容範囲） 

見出し点距離 １０mm  

 

表－２ 観測の規定回数 

区 分 

項 目 
３級公共基準点測量 ４級公共基準点測量 

対回数 

水平角 

(目盛盤) 

２ 

（０、90） 

２ 

（０、90） 

鉛直角 １ １ 

距
離
測
定 

１セット内の 

測定回数 
２測定 

セット回数 ２セット ２セット 

 

表－３ 観測の制限 

 区 分 

項 目 
３級公共基準点測量 ４級公共基準点測量 

水
平
角
観
測 

倍角差 20″ 30″ 

観測差 10″ 20″ 

鉛
直
角
観
測 

高度定数の 

較   差 
30″ 60″ 

距
離
測
定 

１セット内の 

測定値の較差 
10mm 10mm 

各セットの 

平均値の較差 
５mm ５mm 

 

 

 



表－４ 現状確認時の制限 

制 限（許容範囲） 

見出し点距離 10mm 

隣接点間距離 10mm 

角   度 tan－１（５mm/Ｄ1 ＋５mm/Ｄ2 ） 

                  Ｄ１ ，Ｄ２ ： 距離（mm） 

 

ウ 公共基準点点の記データの再取得 

経年変化等により見出し点が８点以上確保できない場合は、新たな見出し点を

取得して８点以上を確保すること。また、見出し点として取得できるような構造

物等がない場合は、地先境界ブロック上に小鋲を設置するなど、見出し方向をバ

ランスよく取得するよう工夫するものとし、小鋲を設置した場合は、隣接する見

出し点間及び小鋲間の距離も取得すること。 

 

（２）事前現状確認成果作成 

ア 公共基準点点の記比較図作成（参考図－１参照） 

（ア） 様式－13 により影響点１点毎にＣＡＤ数値データ（Ａ４サイズ）で作成

するものとし、見出し点から測定した距離を点の記記載の距離上段もしくは

下段に括弧書き“（   ）”で２段書きに記入し、現況が変化している場

合や障害物などで測定できない場合は、測定不能を示す“（ ― ）”を記

入する。なお、縮尺は考慮しなくてよい。 

点の記と同一見出し点の測定距離の差が 10mm を超える場合は、経年変化

を示すアスタリスク“＊”を括弧の前につけて“＊（   ）”で記入する。 

（イ） 影響点周囲の家屋等の形状・名称（住宅の表札の苗字、店舗名、マンショ

ン名など）、測定した見出し点の位置（コンクリート角、タイル角、街渠桝

蓋内角、人孔鉄蓋中心など）を記入する。 

（ウ） 接続点の方向及び点番号を記入する。接続点の保全工区が影響点の保全工

区と異なる場合は、接続点番号の上段に２段書きで接続点の保全工区番号を

記入する。 

（エ） 測量業者（測量者）名、保全工区名、公共基準点番号、測量年月日を所定

の欄に記入し、基準点番号の下に標識種別を併記する。また、実施基準の欄

には『現状確認』と記入する。なお、図中の方角は原則として図面上方向を

北とし、必ず方位（北）を記入すること。 

 

イ 基準点網図比較図作成（参考図－６参照） 

（ア） 様式－16 により影響点を中心に接続点の位置及び点番号を記入し、Ａ４

サイズで作成する。なお、点数が多い場合はＡ３サイズでも可とする。 

（イ） 影響点から観測した全ての接続点間距離及び角度を、前述『ア公共基準点

点の記比較図作成』の（ア）と同じ要領で、基準点網図に括弧書き

“（   ）”で２段書きに記入し、接続点には標識種別を併記する。なお、

接続点が亡失していた場合は“（ ― ）”を記入する。 

 

 

 



（３）亡失状況確認 

ア 点の記による亡失確認 

点の記に記載している公共基準点と見出し点までの距離を用いて、見出し点を

中心にして公共基準点があった位置付近に円弧を描くようにチョークや色鉛筆等

で地面に線を引く。これを全ての見出し点から行い、公共基準点の位置を導き出

して場所を特定するとともに亡失状況を確認する。 

 

イ 写真撮影 

亡失確認によって導き出された公共基準点の位置（以下「亡失確認位置」とい

う。）において、金属標などの亡失状態を写真に収める。撮影時はポールなどを

亡失確認位置に立て、保全工区名・公共基準点番号・確認年月日を記入した看板

等を添えて全景と近景を撮影する。なお、近景は記入した文字などが読み取れる

よう撮影すること。 

 

（４）亡失状況確認成果作成 

ア 亡失確認報告（参考図－４参照） 

（ア） 様式－13 により亡失確認点１点毎に作成する。 

（イ） 測量業者（測量者）名、保全工区名、公共基準点番号、測量年月日を所定

の欄に記入し、公共基準点番号の下に『亡失確認』と併記する。また、実施

基準の欄には『現状確認』と記入する。なお、図中の方角は原則として図面

上方向を北とし、必ず方位（北）を記入すること。 

（ウ） 「公共基準点 点の記比較図」の欄に写真を貼り付ける。 

 

 （５）報告書作成 

工事施工届に添付する測量成果等の報告図書は次のとおりとする。 

（ア） 大阪市公共基準点現状確認報告書（様式－５） 

（イ） 位 置 図 

（ウ） 保全工区図 

（エ） 公共基準点点の記比較図（様式－13） 

出力図 

（オ） 基準点網図比較図（様式－16） 

（カ） 測量機器検定証明書 

（キ） 測量資格者証 

（ク） そ の 他 

 



（別紙－２） 

公共基準点効用確認測量実施基準 

 

  

１ 概 要 

  本基準は、大阪市公共基準点管理保全要綱施行細則で定められている事項のうち、第

１０条の（効用確認）を行うにあたり必要な事項を定める。 

効用確認測量とは、工事等の完了後に公共基準点の状況を観測して確認することをい

う。 

 

２ 使用する機器 

（１）鋼 巻 尺       ＪＩＳ １級 

（２）トータルステーション  ２級以上 

観測に使用する機器は国土交通省公共測量作業規程の測量機器検定基準を満たすも

のとし、トータルステーションについては、第三者検定機関により検定を受けたもの

とする。なお、これにより難い場合は、建設局総務部測量明示課（以下「測量明示

課」という。）の指示を受けるものとする。 

 

３ 公共基準点効用確認測量の作業手順 

公共基準点効用確認測量の作業手順は、以下のとおりとする。 

（１）公共基準点の観測 

（２）効用確認成果作成 

（３）報告書作成 

 

４ 公共基準点効用確認測量作業要領 

（１）公共基準点の観測 

ア １、２級公共基準点 

（１、２級または１、２級と同等精度を有する点。ただし、３級基準点網に含

まれるものは除く。） 

点の記を基に標石・金属標の異常が無いか目視で確認する。その際、異常が無

ければ「大阪市公共基準点機能回復・効用確認報告書」（様式－11）により測量

明示課へ報告する。なお、異常点の判断基準は次のとおりとする。 

（ア） 傾  斜 

最大傾斜量 ５mm 以上（標石のみ） 

（イ） 埋  没 

５cm 以上。ただし、発見が困難でない場合は正常でよい（標石のみ）。 

屋上点で防水シートの下になっている。 など 

（ウ） 標石及び金属標き損 

十字線がはっきりしない。半分以上欠けている。 など 

 

     上記（ア）～（ウ）の異常の有無が確認できる現状写真を添付すること。 



イ ３、４級公共基準点 

（３、４級または３、４級と同等精度を有する点及び３級公共基準点網に含ま

れる２級相当の点） 

     点の記及び基準点網図により公共基準点（以下「影響点」という。）が工事等

による影響を受けなかったかどうかを観測し点検する。事前現状確認を実施して

いる場合は、公共基準点点の記比較図及び基準点網図により点検する。 

（ア） 点の記による確認 

Ａ 影響点から半永久構造物の角等見出し位置となる点（以下「見出し点」と

いう。）からの距離を鋼巻尺により測定する。 

Ｂ 点の記記載の距離と測定した距離とを比較し点検する。事前現状確認を実

施している場合は、公共基準点点の記比較図の（括弧書き）の距離とする。 

点検における測定距離の制限は表－１によるものとし、制限を超えた場合

は必要な再測量を行うか、測量明示課と協議し指示を受けるものとする。 

（イ） 基準点網図による確認 

Ａ 基準点網図を基に影響点から影響点に隣接する全ての公共基準点（以下

「接続点」という。）の点間距離及び角度について観測する。 

 なお、接続点が確認できない場合は、測量明示課の指示を受けるものとす

る。 

Ｂ 観測の規定回数は表－２、観測の制限は表－３によるものとする。 

Ｃ 基準点網図に記載の距離及び角度と観測した基準点間の距離及び角度とを

比較し点検する。点検に使用する基準点網図の種類は、影響点が３級公共基

準点の場合は「３級公共基準点網図」「公共基準点及び道路基準点網図」の

双方によるものとし、４級公共基準点の場合は「公共基準点及び道路基準点

網図」のみとする。効用確認時の制限は表－４によるものとし、制限を超え

た場合は必要な再観測を行うか、測量明示課と協議し指示を受けるものとす

る。 

 

 

表－１ 測定距離の制限 

制 限（許容範囲） 

見出し点距離 １０mm  

 

 

表－２ 観測の規定回数 

区 分 

項 目 
３級公共基準点測量 ４級公共基準点測量 

対回数 

水平角 

(目盛盤) 

２ 

（０、90） 

２ 

（０、90） 

鉛直角 １ １ 

距
離
測
定 

１セット内の 

測定回数 
２測定 

セット回数 ２セット ２セット 

 



表－３ 観測の制限 

区 分 

項 目 
３級公共基準点測量 ４級公共基準点測量 

水
平
角
観
測 

倍角差 20″ 30″ 

観測差 10″ 20″ 

鉛
直
角
観
測 

高度定数の 

較   差 
30″ 60″ 

距
離
測
定 

１セット内の 

測定値の較差 
10mm 10mm 

各セットの 

平均値の較差 
５mm ５mm 

 

 

表－４ 効用確認時の制限 

制 限（許容範囲） 

見出し点距離 10mm 

隣接点間距離 10mm 

角   度 tan－１（５mm/Ｄ1 ＋５mm/Ｄ2 ） 

                  Ｄ１ ，Ｄ２ ： 距離（mm） 

 

 

ウ 公共基準点点の記データの再取得（３、４級公共基準点のみ適用） 

経年変化等により見出し点が８点以上確保できない場合は、新たな見出し点を

取得して８点以上を確保すること。また、見出し点として取得できるような構造

物等がない場合は、地先境界ブロック上に小鋲を設置するなど、見出し方向をバ

ランスよく取得するよう工夫するものとし、小鋲を設置した場合は、隣接する見

出し点間及び小鋲間の距離も取得すること。なお、影響点と見出し点に高低差が

ある場合は、高低差も取得すること。 

 

（２）効用確認成果作成 

ア １、２級公共基準点（１、２級または１、２級と同等精度を有する点） 

（ア） 公共基準点点の記データの作成 

点の記により現地確認後、記載事項に変更がある場合は点の記データの修正

を行う。 

Ａ 既存の点の記様式により、公共基準点１点毎に１枚作成する。 

Ｂ 移設点から見出し点までの距離を鋼巻尺により３点以上測定する。 

Ｃ 作成した点の記は、公共基準点番号をファイル名としＦＤ、ＭＯ、もしく

はＣＤ－Ｒ等の記録媒体にＰＤＦ形式で保存する。 

 



イ ３、４級公共基準点 

（ア） 公共基準点点の記比較図作成（参考図－２参照） 

Ａ 様式－13 により影響点 1 点毎にＣＡＤ数値データ（Ａ４サイズ）で作成

するものとし、見出し点から測定した距離を現状確認による距離の上段もし

くは下段に“く”型括弧書き“＜   ＞”で３段書きに記入する。ただし、

測量明示課の判断で現状確認を実施していない場合は２段書きとなる。また、

現況が変化している場合や障害物などで測定できない場合は、測定不能を示

す“＜ ― ＞”を記入する。なお、縮尺は必要としない。 

点の記と同一見出し点の測定距離の差が 10mm を超える場合は、経年変化

を示すアスタリスク“＊”を“く”型括弧の前につけて“＊＜   ＞”で

記入する。 

Ｂ 影響点周囲の家屋等の形状・名称（住宅の表札の苗字、店舗名、マンショ

ン名など）、測定した点の記見出し点の位置（コンクリート角、タイル角、

街渠桝蓋内角、人孔鉄蓋中心など）を記入する。 

Ｃ 接続点の方向及び点番号を記入する。接続点の保全工区が影響点の保全工

区と異なる場合は、接続点番号の上段に２段書きで接続点の保全工区番号を

記入する。 

Ｄ 測量業者（測量者）名、保全工区名、公共基準点番号、測量年月日を所定

の欄に記入し、基準点番号の下に標識種別を併記する。実施基準の欄に『効

用確認』と記入する。なお、図中の方角は原則として図面上方向を北とし、

必ず方位（北）を記入する。 

 

（イ） 基準点網図比較図作成（参考図－６参照） 

Ａ 様式－16 により影響点を中心に接続点の位置及び点番号を記入し、Ａ４

サイズで作成する。なお、点数が多い場合はＡ３サイズでも可とする。 

Ｂ 影響点から観測した全ての接続点間距離及び角度を、前述『（ア）公共基

準点点の記比較図作成』のＡと同じ要領で、基準点網図に“く”型括弧書き

で３段書き（現状確認を実施していない場合は２段書き）に記入し、接続点

には標識種別を併記する。なお、接続点が亡失していた場合は 

“＜ ― ＞”を記入する。 

 

（ウ） 公共基準点点の記作成及びデータ作成（参考図－５参照） 

様式－15 により影響点１点毎にＣＡＤ数値データ（Ａ４サイズ）で作成す

るものとし、見出し点から測定した距離を記入すること。なお、縮尺は必要と

しない。 

また、作成した公共基準点点の記は１点毎に影響点番号のハイフン“－”抜

きをファイル名とし、ウイルスチェックしたものをＦＤ、ＭＯ、もしくはＣＤ

－Ｒ等の記録媒体にＴＩＦＦ形式及びＳＸＦ形式の２種類により保存する。 

例） 影響点番号 ３－01－00001 の場合 → 30100001.tiff 

30100001.sxf 

      ただし、“.tiff” 及び“.sxf”は拡張子のためファイル名には含まない。



 （３）報告書作成（３、４級公共基準点を対象） 

ア 大阪市公共基準点機能回復・効用確認報告書（様式－11） 

イ 位 置 図 

ウ 保全工区図 

エ 公共基準点点の記比較図（様式－13） 

出力図、ＳＸＦデータ 

オ 基準点網図比較図（様式－16） 

カ 公共基準点点の記（様式－15） 

出力図、ＴＩＦＦデータ、ＳＸＦデータ 

キ 測量機器検定証明書 

ク 測量資格者証 

ケ そ の 他 

 

５ 効用確認合否判定（３、４級公共基準点のみ適用） 

（１） 効用確認成果に対して、測量明示課が効用の阻害について表－５により判定

する。 

 

表－５ 合否判定基準 

制   限（許容範囲） 

隣接点間距離 10mm 

１点当り ５mm 

角   度 tan－１（５mm/Ｄ1 ＋５mm/Ｄ2 ） 

                Ｄ１ ，Ｄ２ ： 距離（mm） 

 

 



（別紙－３） 

公共基準点復元測量実施基準 

 

 

１ 概 要 

  本基準は、大阪市公共基準点管理保全要綱施行細則で定められている事項のうち、第

１１条（機能回復）を行うにあたり必要な事項を定める。 

  復元測量とは、隣接する公共基準点から座標を用いて公共基準点を元の座標位置へ復

旧し、機能回復することをいう。 

 

２ 使用する機器 

（１）鋼 巻 尺         ＪＩＳ １級 

（２）トータルステーション    ２級以上 

観測に使用する機器は国土交通省公共測量作業規程の測量機器検定基準を満たすも

のとし、トータルステーションについては、第三者検定機関により検定を受けたもの

とする。なお、これにより難い場合は、建設局管総務部測量明示課（以下「測量明示

課」という。）の指示を受けるものとする。 

 

３ 公共基準点標識の仕様 

  公共基準点に使用する標識は金属標及び標柱石とし、設置仕様は図式－１、図式－２

及び大阪市建設局土木工事共通仕様書によるものとする。 

  ただし、公共基準点の復元位置が人孔鉄蓋などで標識が埋標できない場合は、測量明

示課と協議するものとする。 

 

４ 公共基準点の復元方法 

  公共基準点の復元方法には「多角点方式」と「オフセット方式」があり、原則として

「多角点方式」とするが、４級公共基準点の復元において、既知点間の視通が確保され

ている場合は、「オフセット方式」により復元できるものとする。なお、これにより難

い場合は、測量明示課の指示を受けるものとする。 

 

（１）『多角点方式』による復元 

ア ３級公共基準点の復元又は３､４級公共基準点を複合で復元 

                           （図－１参照） 

（ア） ３級公共基準点から３級公共基準点復元のための多角点を設置する。 

（イ） （ア）の多角点から放射法により３級公共基準点を復元する。 

（ウ） （ア）の多角点を用いて、４級公共基準点復元のための多角点を設置する。 

（エ） （ウ）で設置した多角点から放射法により４級公共基準点を復元する。 

 

イ ４級公共基準点のみの復元  （図－２参照） 

（ア） ３級公共基準点または４級公共基準点から４級公共基準点復元のための多

角点を設置する。 

（イ） （ア）の多角点から放射法により４級公共基準点を復元する。 



 

 

３級公共基準点の復元又は３､４級公共基準点を複合で復元 

 

 

 

 

４級公共基準点のみの復元 

 

 

図－１ 

図－２ 



（２）『オフセット方式』による復元 

ア ４級公共基準点の復元  （図－３参照） 

既知点間の視通が確保できている場合において、既知点からオフセット法（支

距法）により４級公共基準点を復元する。 

 

 

 

 

５ 公共基準点復元測量の作業手順 

公共基準点復元測量の作業手順は、以下のとおりとする。 

（１）公共基準点（既知点及び後視点）の踏査・選点 

（２）公共基準点（既知点及び後視点）の確認 

（３）多角点の踏査・選点及び設置 

（４）多角点測量及び座標計算 

（５）公共基準点の仮設置 

（６）公共基準点の測設及び精度管理 

（７）復元成果作成 

（８）報告書作成 

 

 

６ 公共基準点復元測量作業要領 

（１）公共基準点（既知点及び後視点）の踏査・選点 

    復元する公共基準点（以下「復元点」という。）に隣接する公共基準点（以下

「接続点」という。）のうち、結合多角網に使用する公共基準点（以下「既知点」

という。）及び、既知点に隣接する基準点（以下「後視点」という。）の踏査・選

点を行う。 

    選点において、既知点及び後視点は復元点と同等級以上または同等精度を有する

公共基準点とする。なお、既知点及び後視点の踏査・選点時に既に公共基準点が亡

失や異常等をきたしている場合は、大阪市公共基準点異常報告書（様式－４）によ

り測量明示課へ報告し、指示を受けるものとする。 

 

図－３ 



（２）公共基準点（既知点及び後視点）の確認 

ア 公共基準点（既知点及び後視点）の点の記による確認 

（ア） 既知点及び後視点から周囲にある半永久構造物の角等見出し位置となる点

（以下「見出し点」という。）までの距離を鋼巻尺により測定する。 

（イ） 点の記記載の距離と測定した距離とを比較し点検する。 

点検時における制限は表－１によるものとし、制限を超えた場合は必要な

再測量を行うか、測量明示課と協議し指示を受けるものとする。 

 

 

イ 公共基準点（既知点及び後視点）の基準点網図による確認 

（ア） 基準点網図を基に既知点と後視点の点間距離及び角度について観測する。 

（イ） 基準点網図に記載の距離及び角度と観測した基準点間の距離及び角度とを

比較し点検する。点検に使用する基準点網図の種類は、復元点が３級公共基

準点の場合は「３級公共基準点網図」「公共基準点及び道路基準点網図」の

双方によるもとし、４級公共基準点の場合は「公共基準点及び道路基準点網

図」のみとする。 

点検時における制限は表－１によるものとし、制限を超えた場合は必要な

再観測を行うか、測量明示課と協議し指示を受けるものとする。 

 

表－１ 点検時における制限 

制 限（許容範囲） 

見出し点距離 10mm 

隣接点間距離 10mm 

角   度 tan－１（５mm/Ｄ1 ＋５mm/Ｄ2 ） 

                Ｄ１ ，Ｄ２ ： 距離（mm） 

 

 

（３）多角点の踏査・選点及び設置 

多角点の踏査・選点は、既知点と多角点の交角が 60°以上で、復元点付近の任意

の位置に金属鋲を設置するものとする。なお、復元点が４級公共基準点で既知点間の

視通が確保できている場合は、多角点の設置を省略することができる。 

 

 

（４）多角点測量及び座標計算 

選点を行った既知点、後視点及び多角点について観測を行い、観測結果を基に多角

点の座標位置を計算により求める。観測の規定回数及び各計算における制限等は、 

表－２～表－６によるものとする。 



表－２ 観測の規定回数 

区 分 

項 目 
３級公共基準点測量 ４級公共基準点測量 

対回数 

水平角 

(目盛盤) 

２ 

（０、90） 

２ 

（０、90） 

鉛直角 １ １ 

距
離
測
定 

１セット内の 

測定回数 
２測定 

セット回数 ２セット ２セット 

 

 

表－３ 計算で算出する桁数 

項 目 平面直角座標 経緯度 標 高 ジオイド高 角 度 辺 長 

単 位 ｍ 秒 ｍ ｍ 秒 ｍ 

位 0.001 0.0001 0.001 0.001 1 0.001 

 

 

表－４ 点検計算の制限 

区 分 

 

 

点検項目 

多  角  測  量 

３級公共基準点測量 ４級公共基準点測量 

水平位置の       

閉 合 差       
２cm＋１.５cmΣＳ√Ｎ ２cm＋４.５cmΣＳ√Ｎ 

標 高 の       

閉 合 差       
20cm＋15cmΣＳ／√Ｎ 

標 高 差 の 

正 反 較 差       
15cm 

Ｎ ： 辺 数 

ΣＳ： 路線長（km） 

 

 

表－５ 厳密水平網平均計算の重量（Ｐ）に用いる数値 

区 分 

項 目 
３級公共基準点測量 ４級公共基準点測量 

ｍs 10mm 

γ ５×10－６ 

ｍt ４.５″  13.５″ 

 



表－６ 厳密水平網平均計算及び厳密高低網平均計算による 

各項目の許容範囲 

区 分 

項 目 
３級公共基準点測量 ４級公共基準点測量 

単位重量の標準偏差 10″ 20″ 

新点位置の標準偏差 ５cm 

高低角の標準偏差 20″ 30″ 

新点標高の標準偏差 20cm 

 

 

（５）公共基準点の仮設置 

多角点から復元点の座標位置を計算で求め、復元点の仮設置（仮鋲等を設置）を行

う。ただし、復元点が４級公共基準点で多角点の設置を省略した場合は、『（２）公

共基準点の確認』で点検された２点以上の既知点から復元点の座標位置を計算で求め、

オフセット方式により復元点の仮設置を行う。 

 

 

（６） 公共基準点の測設及び精度管理 

ア 公共基準点の測設 

（ア） 仮設置した復元点から接続点（３級公共基準点の場合は、３級公共基準点

及び４級公共基準点）までの距離及び角度について観測する。 

（イ） 基準点網図に記載の距離及び角度と観測した基準点間の距離及び角度とを

比較し、誤差調整を行って復元点の位置を決定する。決定した位置から近接

十字方向に逃げ鋲を設置して基準点標識を埋標し、逃げ鋲から復元点の位置

にポンチ印を打つ。基準点標識は工事前の種類に関わらず、復元時には必ず

定められた種類のうち舗装状況に適応したものを使用する。 

 

イ 公共基準点の精度管理 

（ア） 多角点から復元点の観測を行い、ＸＹＺ毎に前回座標値との差を算出し制

限内であることを確認する。観測の規定回数は表－２、座標差による精度確

認の制限は表－９によるものとする。 

（イ） 復元点から接続点までの距離及び角度について再度観測を行う。観測の規

定回数は表－２、精度管理の制限は表－８によるものとする。 

（ウ） 基準点網図に記載の距離及び角度と観測した基準点間の距離及び角度とを

比較し精度管理する。精度管理の制限は表－８によるものとし、制限を超え

た場合は必要な再測量を行い、制限内に収まるまで調整を行う。なお、これ

により難い場合は、測量明示課と協議し指示を受けるものとする。 

（エ） 点の記により復元点から各見出し点までの距離を測定する。 

（オ） 点の記記載の距離と測定した距離とを比較し点検する。点検の制限は、表

－10 によるものとし、制限を超えた場合は測量明示課の指示を受けるもの

とする。 

 



ウ 公共基準点点の記データの再取得 

精度管理における点の記による見出し点の確認が、経年変化等により８点に満

たなかった場合は、新たな見出し点を取得して８点以上を確保すること。なお、

見出し点として取得できるような構造物等がない場合は、地先境界ブロック上に

小鋲を設置するなど、見出し方向をバランスよく取得するよう工夫するものとし、

小鋲を設置した場合は、隣接する見出し点間及び小鋲間の距離も取得すること。 

復元点と見出し点に高低差がある場合は、高低差も取得すること。 

 

表－７ 精度管理時の観測の制限 

区 分 

項 目 
３級公共基準点測量 ４級公共基準点測量 

水
平
角
観
測 

倍角差 20″ 30″ 

観測差 10″ 20″ 

鉛
直
角
観
測 

高度定数の 

較   差 
30″ 60″ 

距
離
測
定 

１セット内の 

測定値の較差 
10mm 10mm 

各セットの 

平均値の較差 
５mm ５mm 

 

表－８ 精度管理時の制限 

制 限（許容範囲） 

隣接点間距離 10mm 

１点当り ５mm 

角   度 tan－１（５mm/Ｄ１ ＋５mm/Ｄ２ ） 

                Ｄ１ ，Ｄ２ ： 距離（mm） 

 

表－９ 座標差による精度確認 

Ａ） 座標差の算出 

χ1－χ2＝ χ、у1－у2＝ у、ｚ1－ｚ2＝ ｚ 

 

Ｂ） ベクトル差の算出 

Ｓ＝ √（ χ2＋ у2） 

 

Ｃ） 制 限 値 

  Ｓ＝10mm 以内 

   ｚ＝50mm 以内 

χ1,у1,ｚ1 は、復 元 座 標  

χ2,у2,ｚ2 は、成果値座標  

χ, у, ｚは、座標差  



表－10 点検時における制限 

制 限（許容範囲） 

見出し点距離 １０mm 

 

（７）復元成果作成 

    ア 公共基準点点の記比較図作成（参考図－３参照） 

（ア） 様式－13 により復元点１点毎にＣＡＤ数値データ（Ａ４サイズ）で作成

するものとし、見出し点から復元時に測定した距離を現状確認による距離の

上段もしくは下段に“く”型括弧書き“＜   ＞”で３段書きに記入する。

ただし、現状確認を実施していない場合は２段書きとなる。また、現況が変

化している場合や障害物などで測定できない場合は、測定不能を示す 

   “＜ ― ＞”を記入する。なお、縮尺は必要としない。 

点の記と同一見出し点の測定距離の差が 10mm を超える場合は、経年変化

を示すアスタリスク“＊”を“く”型括弧の前につけて“＊＜   ＞”で

記入する。 

（イ） 影響点周囲の家屋等の形状・名称（住宅の表札の苗字、店舗名、マンショ

ン名など）、測定した点の記見出し点の位置（コンクリート角、タイル角、

街渠桝蓋内角、人孔鉄蓋中心など）を記入する。 

（ウ） 接続点の方向及び点番号を記入する。接続点の保全工区が影響点の保全工

区と異なる場合は、接続点番号の上段に２段書きで接続点の保全工区番号を

記入する。 

（エ） 測量業者（測量者）名、保全工区名、公共基準点番号、測量年月日を所定

の欄に記入し、基準点番号の下に標識種別を併記する。実施基準の欄に『効

用確認』と記入する。なお、図中の方角は原則として図面上方向を北とし、

必ず方位（北）を記入する。 

 

イ 基準点網図比較図作成（参考図－６参照） 

（ア） 様式－16 により影響点を中心に接続点の位置及び点番号を記入しＡ４サ

イズで作成する。なお、点数が多い場合はＡ３サイズでも可とする。 

（イ） 影響点から観測した全ての接続点間距離及び角度を、基準点網図に前述

『ア 公共基準点点の記比較図作成』（ア）と同じ要領で“く”型括弧書き

で３段書き（現状確認を実施していない場合は２段書き）に記入し、接続点

には標識種別を併記する。 

 

ウ 公共基準点点の記作成及びデータ作成（参考図－５参照） 

様式－15 により復元点１点毎にＣＡＤ数値データ（Ａ４サイズ）で作成する

ものとし、見出し点から測定した距離を記入すること。なお、縮尺は必要としな

い。 

作成した公共基準点点の記は、１点毎に復元点番号のハイフン“－”抜きを

ファイル名とし、ウイルスチェックしたものをＦＤ、ＭＯ、もしくはＣＤ－Ｒ等

の記録媒体にＴＩＦＦ形式及びＳＸＦ形式の２種類により保存する。 

例） 復元点番号 3－01－00001 の場合  → 30100001.tiff 

       30100001.sxf 

ただし、“.tiff” 及び“.sxf”は拡張子のためファイル名には含まない。 

 



（８）報告書作成 

    工事完了届に添付する測量成果等の報告図書は次のとおりとする。 

ア 大阪市公共基準点機能回復・効用確認報告書（様式－11） 

イ 位 置 図 

ウ 保全工区図 

エ 公共基準点点の記比較図（様式－13） 

出力図、ＳＸＦデータ 

オ 基準点網図比較図（様式－16） 

カ 公共基準点点の記（様式－15） 

出力図、ＴＩＦＦデータ、ＳＸＦデータ 

キ 多角点測量成果一式（ＰＤＦデータ） 

観測手簿、観測記簿、点検計算書、座標計算書、多角点網図、 

多角点観測図 

ク 測量機器検定証明書 

ケ 測量資格者証 

コ そ の 他  



（別紙－４） 

公共基準点復旧測量（移設・再設置・改測）実施基準 

 

  

１ 概 要 

  本基準は、大阪市公共基準点管理保全要綱施行細則で定められている事項のうち、第

１１条（機能回復）を行うにあたり必要な事項を定める。 

復旧測量とは、隣接する公共基準点から座標を用いて公共基準点を新たな座標位置へ

復旧し、機能回復することをいう。 

 

２ 使用する機器 

大阪市公共測量作業規程及び大阪市 3・4級公共基準点測量作業要綱を準用する。 

  

３ 公共基準点標識の仕様 

  公共基準点に使用する標識は金属標及び標柱石とし、設置仕様については図式－１及

び図式－２並びに大阪市建設局土木工事共通仕様書（土木請負工事必携）によるものと

する。また、公共基準点の復旧位置は、人孔鉄蓋等を避けて設置すること。 

 

４ 公共基準点復旧測量（移設・再設置・改測）の作業手順 

 公共基準点復旧測量（移設・再設置・改測）の作業手順は以下のとおりとする。 

（１）公共基準点（移設・再設置・改測）の踏査・選点 

（２）公共基準点（既知点及び後視点）の踏査・選点 

（３）公共基準点（既知点及び後視点）の効用確認 

（４）移設・再設置・改測作業 

（５）復旧成果作成 

（６）報告書作成 

 

５ 公共基準点復旧測量（移設・再設置・改測）作業要領 

 （１）公共基準点の踏査・選点 

ア １、２級公共基準点 

     大阪市公共測量作業規程に準じて作業を行う。移設又は再設置を行う場合の選

点位置は、基本的に現状位置付近（同一建物）とする。ただし、やむを得ず現状

位置付近に選点できない場合は、原則として近隣の公共用地に選点することとし、

建設局総務部測量明示課（以下「測量明示課」という。）と協議し承諾を得るこ

と。なお、屋上の工事等で既に公共基準点が亡失や異常をきたしている場合は、

大阪市公共基準点異常報告書（様式－４）により測量明示課へ報告し指示を受け

ること。 

 

イ ３、４級公共基準点 

     移設又は再設置を行う場合の選点位置は、原則として移設前の視通を全て確保

できる現状位置付近とするが、視通の確保が困難な場合や現状位置付近に選点で

きない場合は、本市が管理する認定道路区域内となるよう選点し、測量明示課の

承認を得ること。なお、道路工事等で公共基準点が亡失や異常をきたしている場

合は、大阪市公共基準点異常報告書（様式－４）により測量明示課へ報告し指示

を受けること。 



（２）公共基準点（既知点及び後視点）の踏査・選点

ア １、２級公共基準点

大阪市公共測量作業規程に準じて作業を行う。

イ ３、４級公共基準点

移設、再設置又は改測しようとする公共基準点（以下「移設点」という。）に

隣接する公共基準点（以下「既知点」という。）及び既知点に隣接する公共基準

点（以下「後視点」という。）の踏査・選点を行う。 

選点において、既知点及び後視点は、移設点と同等級以上または同等精度を有

する基準点とする。なお、既知点及び後視点の踏査・選点時において、既に公共

基準点が亡失や異常をきたしている場合は、大阪市公共基準点異常報告書（様式

－４）により測量明示課へ報告し指示を受けること。 

（３）公共基準点（既知点及び後視点）の確認

ア １、２級公共基準点

大阪市公共測量作業規程に準じて作業を行う。

イ ３、４級公共基準点

（ア） 公共基準点（既知点及び後視点）の点の記による確認

Ａ 点の記をもとに既知点及び後視点から周囲にある半永久構造物の角等見出

し位置となる点（以下「見出し点」という。）までの距離を鋼巻尺により測

定する。 

Ｂ 点の記記載の距離と測定した距離とを比較し点検する。 

点検時における制限は表－１によるものとし、制限を超えた場合は必要な

再測量を行うか、測量明示課と協議し指示を受けるものとする。 

（イ） 公共基準点（既知点及び後視点）の基準点網図による確認

Ａ 基準点網図を基に既知点と後視点の点間距離及び角度について観測する。 

Ｂ 基準点網図に記載の距離及び角度と観測した基準点間の距離及び角度とを

比較し点検する。点検する基準点網図の種類は、移設点が３級公共基準点の

場合は「３級公共基準点網図」「公共基準点及び道路基準点網図」の双方に

よるものとし、４級公共基準点の場合は「公共基準点及び道路基準点網図」

のみとする。 

点検時における制限は表－１によるものとし、制限を超えた場合は必要な

再観測を行うか、測量明示課と協議し指示を受けるものとする。 

表－１ 点検における制限 

制 限（許容範囲） 

見出し点距離 10mm 

隣接点間距離 10mm 

角 度 tan－１（５mm/Ｄ１ ＋５mm/Ｄ２ ） 

 Ｄ１ ，Ｄ２ ： 距離（mm） 



表－２ 観測における制限及び対回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－３ 復旧測量後の距離・角度の制限 

制 限（許容範囲） 

隣接点間距離 10mm 

１点当り 5mm 

角   度 tan－１（５mm／Ｄ１＋５mm／Ｄ２） 

               Ｄ１ ，Ｄ２ ： 距離（mm） 

 

（４）移設・再設置・改測作業 

   大阪市公共測量作業規程及び大阪市 3・4 級公共基準点測量作業要綱に準じて 

  作業を行う。 

 

（５）復旧成果作成 

   ア １、２級公共基準点 

（ア） 公共基準点点の記及びデータ作成 

Ａ 既存の点の記様式により、公共基準点１点毎に１枚作成する。 

Ｂ 移設点から見出し点までの距離を鋼巻尺により３点以上測定する。 

Ｃ 作成した点の記は、移設点番号をファイル名としＦＤ、ＭＯ、もしくはＣ

Ｄ－Ｒ等の記憶媒体にＰＤＦ形式で保存する。 

 

（イ） 報告書作成 

工事完了届に添付する測量成果の報告図書は次のとおりとする。 

Ａ 位 置 図 

Ｂ 公共基準点点の記及びデータ（出力図及びＰＤＦデータ） 

Ｃ 大阪市公共測量作業規程による成果一式（なお、第三者検定機関による成

果検定を受けるものとする。） 

区 分 

項 目 
３級公共基準点 ４級公共基準点 

水
平
角
観
測 

倍角差 20″ 30″ 

観測差 10″ 20″ 

鉛
直
角
観
測 

高度定数の 

較   差 
30″ 60″ 

距
離
測
定 

１セット内の 

測定値の較差 
10mm 

各セットの 

平均値の較差 
5mm 

対回数 ２ 



イ ３、４級公共基準点 

（ア） 公共基準点点の記作成及びデータ作成（参考図－５） 

 移設点から見出し点までの距離を鋼巻尺により測定し、見出し点は８点以上

を確保するものとする。なお、見出し点として取得できるような構造物等がな

い場合は、地先境界ブロック上に小鋲を設置するなど、見出し方向をバランス

よく取得するよう工夫するものとし、小鋲を設置した場合は、隣接する見出し

点間及び小鋲間の距離も取得すること。 

移設点と見出し点に高低差がある場合は、高低差も取得し、ＧＨ又は断面図

を表示すること。 

様式－15 により移設点１点毎にＣＡＤ数値データ（Ａ４サイズ）で作成す

るものとし、見出し点から測定した距離を記入すること。なお、縮尺は必要と

しない。 

作成した公共基準点点の記は、１点毎に移設点番号のハイフン“－”抜きを

ファイル名とし、ウイルスチェックしたものをＦＤ、ＭＯ、もしくはＣＤ－Ｒ

等の記録媒体にＴＩＦＦ形式及びＳＸＦ形式の２種類により保存する。 

例） 移設点番号 ３－01－00001 の場合 →  30100001.tiff 

                                          30100001.sxf 

ただし、“.tiff” 及び“.sxf”は拡張子のためファイル名には含まない。 

 

（イ） 公共基準点網図新旧対照比較図作成（参考図－７参照） 

      様式－17 により測量明示課が保管する基準点網図を基に、移設等を行った

座標値から角度及び距離を算出し、公共基準点網図新旧対照比較図を作成する。 

 

（６）報告書作成 

工事完了届に添付する測量成果の報告図書は次のとおりとする。 

   ア 大阪市公共基準点機能回復・効用確認報告書（様式－11） 

イ 位 置 図 

ウ 保全工区図 

エ 公共基準点点の記（様式－15） 

出力図、ＴＩＦＦデータ、ＳＸＦデータ 

オ 公共基準点網図新旧対照比較図（様式－17） 

カ 大阪市公共測量作業規定による成果一式 

キ 成果検定通知 

ク 測量機器検定証明書 

ケ 測量資格者証 

コ そ の 他  

 

 



謄本交付 

大阪市公共基準点測量成果の  申請書 

閲   覧 

大 阪 市 長  様 

申請者 会社名 

氏 名 

連絡先  (      ) － 

大阪市公共基準点測量成果の謄本交付・閲覧を申請します。 

申請年月日  年 月 日 

目 的 

公共基準点の番号 

計 点 

備  考 

太枠内を記入してください 

※謄本交付は 1件（25点毎）につき手数料は 250 円です。

受領日   年  月  日 受付 建設局総務部測量明示課 

氏 名 

領収書 No. No. 

領収金額 円 

領収日     年  月  日 

様式－１ 

謄
本
交
付
受
領
欄

謄
本
交
付
使
用
欄

受付日 

  年  月  日 

大建測第 号 

担当係長 係  員 課長代理 課  長 

通 

文書主任 取扱責任者 

交付番号 

公印審査 

市 長 印 

箇所 



年 月 日

年

( ) －

年 月 日 から 月

計 点

年

年 月 日 から 月

担当

月

 大  建  測  第

承 認 期 間

申請のとおり承認します。ただし、使用にあたっては裏面の条件に従うこと。また、公共基準点に異

状があれば下記担当に状況を報告すること。

使用の承認を申請します。

年

使 用 す る
基準点番号

住 所

号

様式－２

受付日

氏 名

住 所

大阪市長　

まで

大阪市建設局総務部測量明示課

備 考

年 日

受付番号

大 阪 市 公 共 基 準 点 使 用 承 認 申 請 書

申 請 者

日

使 用 期 間

施 行 者

名 称

担 当 者

月

下記のとおり大阪市公共基準点

担 当 者

tel.06-6615-7158,7164　　　fax.06－6615－6578
印

使 用 目 的

電     話

日

　　大 阪 市 長　様

TEL

代表者名

まで

大 阪 市 公 共 基 準 点 使 用 承 認 書

日



工作物等を損失した場合は、申請者の責任において補償しなくてはならない。

　4　使用承認の取り消し

　　　上記条件を遵守しない場合は、使用承認を取り消すことがある。

　5　疑義の協議

　3　大阪市公共基準点承認書の携行

　　　大阪市公共基準点の使用時においては、 「大阪市公共基準点使用承認書 」 を必ず携行すること。

(3) 公共基準点使用の際、基準点等を損傷した場合は、速やかに測量明示課に連絡し、その指示に

従い申請者の責任において機能回復すること。

　　　大阪市公共基準点の使用に関し疑義等がある場合は、測量明示課と協議すること。

　6　その他

(1) 路上での作業については、安全対策を十分に行うこと。

(2) 地下埋標点の使用に際しては、蓋の開閉及びコンクリート柱・金属鋲・保護石等の取扱いには十分

注意すると共に、その周辺を傷めたり汚さぬようにすること。

(5) 建物では指定された履物を使用し、作業靴等での出入りはしないこと。

(6) 屋上への昇降及び高所での作業は、事故を未然に防ぐよう安全管理を十分行うこと。

　2　地上点・地下埋標点使用についての使用条件

を除き使用してはならない。

(3) 防水加工の施されている箇所へ測量機器を設置する場合は、必ず脚先に 「 台 」 等を置き、防水

加工面を損傷しないよう十分注意すること。

(4) 建物等では禁煙を厳守し、ゴミ等で汚さないこと。

(1) 屋上点の使用にあたっては、事前に公共基準点管理者 （測量明示課） を通して建物の所有者

又は管理者へ連絡し、その承諾を得てから使用すること。

(2) 日の出前及び日没後においては、測量明示課及び建物の所有者等関係人の承諾があった場合

使　　用　　条　　件

　1　屋上点使用についての使用条件



様式－３ 

※ 基準点を使用した際は、使用日の翌月末日までに本報告書でもって必ず報告してください。

（FAX 06‐6615‐6578   TEL 06‐6615‐7158，7164）

※ 基準点に異常がある場合は、備考欄にその状況を簡潔に記入してください。

※ 本報告書をメールにて報告する場合は、件名に必ず「公共基準点の使用報告書について」と明記

の上送付してください。（送付先 la0012@city.osaka.lg.jp）

大 阪 市 公 共 基 準 点 使 用 報 告 書 

  令和  年  月  日 

大阪市基準点管理者 様 

報告者 住 所 

氏 名 

担 当 者 

  ＴＥＬ 

大阪市公共基準点の使用結果を次のとおり報告します。 

使 用 点 名 使 用 年 月 日 
基準点の状況（該当欄に○） 

備  考 
亡失 不明 毀損 異常 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

令和   年 月   日 

添 付 資 料 
□ 精度管理表 □ 観測手簿

□ 路線計算書 □ その他

mailto:la0012@city.osaka.lg.jp




年 月 日

号 年

年

( ) －

計 点

TEL

第

年 日

1

2

3

4

印大阪市建設局総務部測量明示課

月

保全工区名

調 整 番 号

様式－５

担 当 者

大阪市公共基準点現状確認報告書

受付番号受付日

日

         大阪市公共基準点の現状確認のため

公共基準点に異常が認められない。

月

□位置図　□保全工区図　□公共基準点点の記比較図　□基準点網図比較図

保全協議番号

基 準 点 番 号

大阪市基準点管理者　様

電     話

      測量を実施しましたので報告します。

住 所

氏 名

添　付　書　類

  第

施　工　者

承認年月日承　認　番　号

月

－測量士　測量士補

名　　　称

□測量機器検定証明書　　□測量資格者証　　　□その他（　　　　　　　　　　　    　　 )

担当者名

測　量　業　者
(測　量　者)

日

検　査　結　果　書

上記報告に基づき検査した結果

指
示
事
項

公共基準点に異常が認められるので次のとおり指示する。

公共基準点に異常が認められるので亡失扱いとする。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



年

( ) －

年 月 日 から

点

１

２

３

４

５

保全協議番号

月

計

電     話

調 整 番 号

大阪市公共基準点の付近における

月

工事施工について届出します。

　　 大阪市基準点管理者　様

様式－６

担 当 者

大 阪 市 公 共 基 準 点 付 近 で の 工 事 施 工 届

日

住 所

氏 名

工 事 名 称

受　付　　　第　　 　 　　号

年　　　　月　　　　日

係　　員

保 全 工 区 名

工 事 場 所

施 工 者

工 事 期 間 まで日

備 考

復 元 予 定 者

添 付 書 類

基 準 点 番 号

□位置図　□平面図　□現状確認報告書　□その他( 　）

課　　長 係　　長
部門監理
主　　任

主　　任

年

公共基準点等に何らかの異常が生じた場合は、速やかに連絡すること。

届出書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに報告すること。

工事期間中に本市の業務で必要となった場合、速やかに公共基準点の
機能回復等を行うこと。

工事が竣工した時は、速やかに工事完了届に本市が指定する測量成果
を添えて提出すること。

その他、関係法令を遵守すること。

測量明示課押印欄（ 施 工 条 件 ）



年

□

□

令和 年 月 日 から

点

部署名

設計者名

電話番号 　　-　　　　　-　　　　

令和

部署名

監督者名

電話番号

添 付 書 類

年

　　□位置図　　　□平面図　　　□保全工区図　　　□その他(　　　　　　　　　　　　　　）

協議に対する回答

令和

令和　　　年　　　月　　　日 受付　　第　　　　　　　号

設　計　者 監　督　者

計

係　　長
部門監理
主　　任

主　　任 係　　員

基 準 点 番 号

工 事 期 間 まで日

工 事 場 所

月

総務部　測量明示課長　　様

　　-　　　　　-　　　　

様式－7

大 阪 市 基 準 点 付 近 で の 工 事 施 工 協 議 書

日

工 事 名 称

道路基準点保全要綱第３条２項の規定に基づき、以下の通り協議します。

大阪市公共基準点管理保全要綱第７条の規定に基づき、以下の通り協議します。

月

保 全 工 区 名



年

( ) －

第 号

年 月 日 から 月

点

様式－８

大 阪 市 公 共 基 準 点 付 近 で の 工 事 完 了 届

　□位置図 　□平面図 　□機能回復・効用確認報告書（ 復元　：　復旧 ）

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

月 日

　　 大阪市基準点管理者　様

住 所

工事完了について届出します。

日

工 事 場 所

担 当 者

保全協議番号

調 整 番 号

工 事 名 称

保 全 工 区 名

基 準 点 番 号

年

氏 名

部門監理
主　　任

主　　任 係　　員
受　付　　　第　　 　　　　　　　号

 　　　　　　年　　　　月　　　　日

電     話

大阪市公共基準点の付近における

測量明示課押印欄

添 付 書 類

復 元 予 定 者

（ 備 考 ）

施 工 者

課　　長 係　　長

　　　　年　　　月　　　日付
工事施工届
受 付 番 号

計

工 事 期 間 まで



第　　　　　　　　号

年 月

様

年度　受付　第 号　 （　　　　　年　　月　　日受付）

年 月 日

計 点

添 付 書 類
□その他（ 　　）

基準点番号

□位置図

調 整 番 号

工 事 名 称

機能回復期限

保全工区名

様式－９

大 阪 市 公 共 基 準 点 機 能 回 復 指 示 書

日

工 事 場 所

保全協議番号

まで

　　　　大阪市公共基準点の機能回復について、次のとおり指示します。

工事施工届
受 付 番 号

施 工 者

住　　所

氏　　名

　大阪市建設局総務部測量明示課長

担当者



様式－１０

年

( ) －

令和 年度 第 号

名称

連絡先　（　　　　　）　　 －

年 月 令和 月

工事施工届
受 付 番 号

工 事 名 称

工 事 場 所

　　 大阪市基準点管理者　様

日

電     話

令和

調 整 番 号

変 更 理 由

工 事 期 間 まで年

届 出 者

大阪市基準点の付近における

工事施工届について変更を通知します。

大阪市基準点付近での工事施工届変更通知

氏 名

住 所

工事施工者
（又は監督）

（届出者と同は
記入不要）

担当者

受　付　　令和　 　年　 　月　 　日

令和　　　　年度

第　　　　　　　号

日日から

令和 月

担 当 者

※ 工事施工届の内容に変更（工期延期・工事中止）があった場合は、速やかに本通知書でもっ
て必ず報告してください。

　（FAX　06‐6615‐6578　 　TEL　06‐6615‐7158，7164）

※本通知書をFAXで報告する場合は、宛先名に必ず「測量明示課基準点保全班宛」と明記の上
送信してください。

□ 工期延期

□ 工事中止



年 月 日

年

( ) －

号 年 日

計 点

第

年 月 日

1

2

3

印大阪市建設局総務部測量明示課

報告書大阪市公共基準点

様式－１１

受付日 受付番号

月 日

　　大阪市基準点管理者　様

施 工 者

大阪市公共基準点の保全測量を 住 所

実施しましたので報告します。 氏 名

担 当 者

電     話

保全協議番号

承　認　番　号 第 承認年月日

保全工区名

基 準 点 番 号

TEL

測量士　測量士補 －

名　　称

添　付　書　類

□位置図　□保全工区図　□公共基準点点の記比較図　□基準点網図比較図

□公共基準点網図新旧対照比較図　□埋標写真　□公共基準点成果表

□公共基準点点の記　□多角点測量成果一式   □成果検定通知書

□測量機器検定証明書  □測量資格者証　□その他（ 　）

担当者名

測　量　業　者
（測　量　者）

再検査を受けることを指示する。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検　査　結　果　通  知

上記報告に基づき検査した結果を次のとおり通知する。

調 整 番 号

月

□ 機能回復

□ 効用確認

通
知
事
項

公共基準点の機能回復・効用確認を認める。

公共基準点の機能回復・効用確認が認められないので直ちに再測量及び成果修正を行い、



年 月 日

年 日

( ) －

年 月 日 から 年 月

計 点

TEL

第 - 号

年

1

2

3

4

5

担当

機能回復の完了期限は、　  　年　  　月　  　日までとする。

□その他（ 　）

大阪市長　
tel.06-6615-7158,7164　 　fax.06－6615－6578

大阪市建設局総務部測量明示課

その他、疑義が生じた場合は、本市と協議しその指示に従うこと。

添付書類

様式－１２

受付番号受付日

　　大 阪 市 長

施 行 者

公共基準点機能回復承認申請書

月

担 当 者

印

氏 名

電   話

日

機　能　回　復　承　認　書

大阪市公共基準点の付近における
住 所

機能回復の承認について申請します。

日

名 称

工事件名

工事場所

まで

保全協議番号

調整番号

工事期間

影響を受ける
基準点番号

保全工区名

使用測量機器

測量業者

承
認
条
件

名 称

測量士　測量士補担当者名

等 級

□位置図　□平面図　□詳細図　□保全工区図　□測量機器検定証明書

大阪市公共基準点管理保全要綱の規定を遵守すること。

申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに連絡すること。

機能回復が完了した時は、速やかに工事完了届に機能回復報告書を添えて提出すること。

号建 測  第

申請のとおり承認します。ただし、次の承認条件に従うこと。

月
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